
事業名   補助率  19決算額（千円）  交付決定額（千円）   群要   

4がん対策推進協散会  561  がん対策推進計画の進捗管理・効果検証  
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5がん患者相談事菓  727  がん相談センターこうち開設のための改築工事費・同センターの光熱水費  

福岡県  

国庫補助事業（都道府県）  34，377   16，140  

1マンモグラフィ検診従事者研修事業費   l／2   3，916   911   

1／2   30，461   
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2がん診療連携拠点病院機能強化事業費  15，229  、 

国庫補助事業（拠点病院等）  326．423   324．235  

1マンモグラフィ検診従事者研修事業費   1／2   2．100  マンモグラフィ検診従事者への研修に係る経費の助成   

2がん診療施設情報ネットワーク事業費   1ノ2   26，333   26，3a3  がん診寮施設情報ネットワークシステム構築に係る経費の助成  
■■－L■＋■▲鵬■■■一「▼▼■一－－■－－－■－－－■－－－■一■■－－一一－■－－L－－－■一一・一・－－－－－－－－←－●－－“一■－－－▲－－■－－■一－■－－一－｝」一L一－一，■■■一■■■■－■■■一■ヽト■・■■◆一＼■‾】▲▲▲■               丁ゝ⊥   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   11）／1（）   1T，990   17．990  、 
、 

4がんに係る放射損治採機器緊急整備事菓費   1／2   280，OtIO   279，912  放射線治療機器（リニアック等）の整備に係る経費の助成   
∽ 

国庫補助事業（上記以外の事業）  16l．129   0   

肝炎ウイルス総合対策事業肺炎対策推進室所管）  12，202  
A  ま几        d き萱．        †ヽ   

1  、与与   1／2  
2 
保健衛生施設等施設・設備整備費   1／2   7，875  マンモグラフィ画像読影支捜システムの導入に係る健診機関への助成   

健康たばこ対策事業（（財）地域社会振興財団長寿社   
10／10   l∫052  

たばこ知らずのヤングセミナー事業、禁煙推進サポート事業、防煙、分煙、禁煙稚適   
3会づくりソフト事業費交付金）  

事業主体▼都道府＝県  
フォーラムの開催 等   

医療提供体制推進事業費補助金（医政局所管〉  
4共同利用施設設備整備事業（共同利用高額医腐機  2／3   140，000  

地域医療支援病院の共同利用部門として必要な医療機器（共同利用高額機器）の盤  

器）  

備に係る経費の助成   

県単独事業  13．025   0  

がん対策推進事業  
1福岡県がん対策推進協議会の運営費  2，270  がん対策推進協親会の設置、遊営に係る逢費   

■盾 県  

がん予防対策稚適事業   
1，600  

福間県地域婦人会連絡協議会のがん予防思想の普及啓発、集団検診の受診奨励括   
2・補同県地域婦人会連絡協紘会事業費補助金   10／10  動等に係る経費の助成   

・ぎ h婦人会連絡協議会  

成人病予防事業推進費  福周県集団検診協訪会の集団検診に関する研究指導、集団検診従事者の教育指  

3・福岡県集同検診協法会事業費補助金  導、読影基準の統一及び読影能力の向上、集団検診思想の普及啓発等の活動に係る  

事業主体：棒固県集団検診協詰会  経費の助成   
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事業名   補助率  19決算観（千円）  交付決定萬（千円）   概要   

成人病予防事業推進費  

783  
乳がん検診の精度管理上の課題や精度向上のための方策を検討するための精度管  

4離（乳がん検診部会香  理香鼻会の開催、運営を委託   
員会精度管理委員会）  

健康診査管理指導事業費  
5■生活習慣病検診等従事者講習会開催柴務委托  7，172  生活習慣病検診等従事者等に対する請習会の開催を福岡県集団検診協散会に委託   
委託先：福同県集団検診協議会  

佐賀県  

国庫神助事業（都道府県）  23．549   12．222  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   1，885   942  乳がん予防講演会の開催、街頭キャンペーンの実施。   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   18．184   
がん医療提供体制の質の向上、がんに関する情報収集・提供。好生館＋ 日  

9，019    赤）   
3がん対策推進特別事業費  3，480   2，261  

般事業   1／2   3，480   2，261  がん予防知訊の普及啓発、がんの悩み相談、マスコミによる普及啓発。   

国庫補助事業（拠点病院等）  250，687   130，55l  

1がん診療連携拠点病院機能強化寄集費   10／10   20．737   15，576  がん医療提供体制の質の向上、がんに関する情報収集卜提供等．（佐賀大学＋嬉野）   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費   1／2   22g，950   114，975  リニアック及びその付属機器の整備、設置場所の改修   

県単独事業  45，749   0  

1がん検診車整備事業   県単独   40，845  肺がん検診車の購入。   

2生活習慣痛惜報解析事業   県単独   4，904  地域がん登線の実施。   

長崎県  

国庫補助事業（都道府県）  3g，362   19，681  

1／2   3，362   
ピンクリボンフェスタ開催、県庁時計塔ライトアップ事業、ピンクリボンラッピングパス、子  

1，681   官がん予防講演会等   
l女性のがん検診啓発普及等事業費  

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   36，000   18．000  がん診標連携拠点病院のがん診虎等に関する質の向上事業   

国庫補助事業（拠点病院等）  323，990   166．000  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   26，000   26，000  がん診請連携拠点病院のうち、国立関係病院の機能機能強化事業   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備事業費  

ー
父
T
 
 
 



事業名   補助率  1g決算額（千円）  交付決定額（千円）   概要   

県単独事業  13，303   0  

1禁煙ポスターコンクール事業  1，688  小中学生禁煙ポスターコンクール、禁煙・分煙協力宣言路定制度、公共施設の禁煙分  
煙調査等  

2がん登録・評価事業  8，245  医療機関からのがん篠患情報、病理情報等の収集・分析・報告の実施   

3がん対策部会・委員会開催等  3，370  蔚摘東蕗達宙画あ葡衰東砂こ寵薇畜ニが福衰奮あが方面舞お内海な濾藩妄薗｛－  
るための協議会開催等   

熊本県  

国庫補助事業（都道府県）  39．460   31，q84  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   513   256  啓発購病舎等の開催による女性のがん検診の普及啓発   

2がん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   11．152   5，574  県内の補助対象2病院に対する補助   

3がん対策推進特別事業費  27．795   25，254  

一般事業   1／2   5．082   2．541  緩和ケア研修会の実施及びがんの在宅療養に係る地域連洪促進   

特別事業   10／10   22，713   
師廟転意宿蔭蘭た行ネ苅ニク妄語重し、院丙がん登痕あ推進、ヂこ  

22，713   タ解析、ビデオカンファレンス、地域連携パスの作成に役立てる   

幽庫補助事業（拠点病院等）  26．0（）0   26，000  

1がん診凍連携拠点病院機能強化事業費   26，000  県内の独立行政法人3（H19は2）病院に対する補助   

国庫補助事業（上記以外の草葉）  2，654   1，324  

1訪問者建推進事業   1／2   2，654   1，324  在宅緩和ケアフォーラムの実施、訪問者講師の質の向上のための専門研修   

．県単独事業  8－287   0  

】地域がん選録事業   1／2   8，287  がんの羅患・治療・生存等の状況を把旛分析し、がん対席の効果的な推進を回る   

大分県  

国庫補助事業（都逆府県）  282   140  

l女性のがん検診啓発普及等事業芦・   1／2   282   140  乳がんの普及啓発のため、ピンクリボン・フェスタを実施   

国庫補助事業（拠点病院等）  298，20¢   140，000  

1がんに係る放射線治庶機器緊急整備事業費   1／2   298，200   140，000  リニアック整備   

国庫補助事兼（上記以外の事業）  585   292  

1たばこ対韓緊急特別対策事業   1／2   585   292  禁煙指導者の養成、パンフレットの作成等   
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事業名   補助率  19決算額（干円）  交付決定額（干円）   概要   

県単独事業  1，396   0  

l成人病検診従事者構習会   県単   896   0  細胞診従事者講習会を開催   

2がん征圧全国大会   県単   500   0  全国大会開催に助成   

宮崎県  

国庫補助事業（拠点病院等）  3，385   3，385  

，1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   3，385   
がん医療従事者研修事業、院内がん登録促進事業、がん相談支援事業、普及啓発、  

3，385   情報堤供事業   
国庫補助事業く上記以外の事業）  8，748   0  

1生括習慣病対策室計上分たばこ対策促進事業   1／2   1，590  

2がん予防展・擢演会（財団法人がん研究振興財団）  7，158  

がん医療における地域医療の質の改善を図り、rがん対策基本法」の目的である、専門  
3がんプロフェッショナル兼成プラン（文部科学省）  6，8IO  的な知識及び技能を有する医師及び医療従事者を養成し、質の高いがん医療の均て  

ん化を実現する教育ブラン。   

県単独事業  7，269   0  

1地域がん診療拠点病院尭備事業  3，708  

2成人病検診従事者研修  3．299  

3成人病検診管理指導協議会  262  

鹿児島県  

国庫補助事業（都道府県）  17，273   8，860  

1女性のがん検診啓発普及等事業費   1／2   1，510   
鹿児島県ピンクリボン月間の周知広報及び乳がん予防の普及啓発  

755   乳がん死ゼロ促進啓発講演会の実施   

2マンモグラフィ検診従事者研修事業費   l／2   970   484  マンモグラフィ検診従事者（掃影技師）の研修の実施   

3がん診療連携拠点病院機能強化事業費   l／2   11，711   
がん医療従事者研修事象がん診療連憐拠点病院ネットワーク幸美．院内がん登録促  

5．855   遥事墓⊥ ＿－＿り≠＿＿．，．．，．＿＿＿‖一＿＿＿叩，＿．＿．＿＿＿＿．．   

4がん対策推進特別事業費  3，082   1，766  

般事業   1ノ2   3．082   1，766  がん検診均てん化研修会の実施，がん予防の周知事業，がん検診追跡結果評価事菜   

国庫補助事業（拠点病院等）  305，300   165，650  

1がん診療連携拠点病院機能強化事業費   10／10   28，000   
がん医療従事者研修草葉，がん診療連携拠点病院ネットワーク事巣，院内がん登録促  

26，000   進事業，がん相‾支授事業．普及啓発・情報提供事業   
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事菓名   補助率  19決算額（千円）  交付決定隠（千円）   概要   

2がんに係る放射線治療機器緊急整備享楽費   1／2   279，300   139，650  

国庫補助事業（上記以外の事業）  75，736   0  

1たばこ対箭促進事業   1／2   207  若年層に対する普及啓発の実施   
一 

3，570  
元竜瓦青野た添ける質の高ホ看護両石膏読者図るとさ亮l三，診療蓮顔葡融の末葉落‡とを  

2認諾志度専門分野（がん）における質の師看御  10／10  図っていくことを旦些ょする L＿．＿．．   

3粒子線がん治療研究施設整備支援事業   予算の範囲内   63，820  
て所汚宇才若り云直撃頑東南団が取り組んでいががん粒子線治凍研究センタニiあ垂  
備について財政支援を行う   

4医師臨床研修費補助事集貨・   10／10   4，355  臨床研修医の臨床研修の支援  

5へき地医療拠点病院運営事業費  1／2   3，000  へき地医療の活動費及び医療費等   

6ATL対策推進事業   10／10   784  ポスター十パンフレット作成，医涜従事者等研修会の開催   

県単独事業  2，652   0  

1がん克取総合推進事業  2．652  がん登録の実施．がん対策推進協議会の開催等   

沖縄県  

国庫補助事業（都道府県）  15，646   8，785  

地域がん診療拠点病院（3施設）で実施した、がん医棟従事者研修、緩和医原体制、  

lがん診療連携拠点病院機能強化事業費   1／2   15，646   8，785   情報浸供体制、院内がん登録及び地域がん登録等について機能強化を目的に補助を  
行った。   
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晦瀞  

20福保医政第1520号  
平成2 0年1月 3 0 日  

厚生労働省健康局長 殿  

東京都福祉保健局長  

安 藤 立  

東京都における都道府県がん診療連携拠点病院の機能分担及び  

連携協力体制等の進捗状況について   

このことについて、平成20年2月8日付け健発第0208001号に基づき指定  

を受けた医療機関にかかる病院間の機能分担及び連携協力体制等の進捗状況について  

別紙のとおり報告いたします。   



別 紙  

東京都における都道府県がん診療連携拠点病院の機能分担及び  

連携協力体制について   

東京都には、日本の人目の約1割にあたろl，2り（）万人超の住艮が脚巨し、また、高度  

な医療提供が可能な病院から、佳代に身近な地域でのプライマリーーケアを提供する診療  

所まで、全国で最も多くの医療機関が所在している．   

都道府県がん診療連携拠点凍郭完（以下「都道府県拠点病院」という．）は、、！需亥都道府  

県におけるがん診療の質の向上及びがん．診糠〃）連携協力体制の構築に閲しLト一心的な役割  

を担うこととされているが、都のこうした地域的な特性を鑑みた場合、1／）の医瞭機関  

において都道府県拠た病院としての様々な役割を全て担うことは、そ〝）役割の大きさや  

取組にかかる負担等を考慮すると、必ずしも効果的・効率的な僻Iiりとは言い難い。また、  

都内には優れた機能を有する医療機関が多数存在するが、料京都立駒込病院及び癌研究  

会有明病院の2病院は、がん診療に関して全国的に蛋）高し、′実績と評価を得ている医療機  

関であり、それぞれの病院の特長を活かし機能分担と連携協力を行いつつ 、2つの病院  

で都道府県拠′和郎完の役割を担うことが、椰におけるがん医瞭肘具体制の充実に資する  

ものと考えられるため、都は、両病院を都道†仔県拠ノl∴（病院として推薦し、平成20年2  

月にそれぞれ何の指おを受けたところであろ。  

（都におけるがん医療体制整備のノブ州、牛に／1いて）   

都では、平成20隼3月にがん対策基本法に廷／うく都道府県がん対策推進計画として  

「東京都がん対策推進計画」（以下「都推進れ吼 という、，）を策定L、ニれに基づき都  

内のがん医療提供体制の整備を進めている 

都推進計画では、がん診療連携拠点病院（以卜「拠ム病院」という。）及び東京都認定  

がん診療病院（拠ノた病院と同等の診療機能を有する医療機関として都が独自に認定した  

病院、以「「認定病院」という．）の整備、拠点病院を中心、とした連携体制に整備による  

がん医療水準の向卜、集学的治療の推進と人材育成、情報提供の推進と相談支援体制の  

整備、治療の初期段階からの緩和ケアの実施、在宅医療体制の充実、がん隠録の推進等  

をがん医塘にかかる施策の方－1叶性として掲げている〉   

都道府県拠点病院である両病院は、それぞれの特長を活かし、また、協力して都全体  

を視野に置いた諸調整を行うなど、郁におけるがんl掛掛提供休制の整備に大きな役割を  

果たしている 

（両病院の機能分担）   

都立駒込病院は、多くの地tメェ医師会等と仏力して「がん．診瞭地域連絡会」を開催し、  

地域連携クリティかレバス（以卜「連携パス」という∴）の試子J・検証や困難相談事例の  

検討等を通じた相談の贋サ埴＝二に取畑組んできたというキ、はを欄かし、郁におけるがん  

医療連携体制の［卜L、として州1欄托進めていくこととして、都内仝て〃）拠ノた病院、認定   



病院、東京都医師会及び都によって構成される「東京都がん診療連携協議会」の運営の  

中心を担い、都内の連携体制整備や相談支援機能の向上、院内がん登録デー一夕の集計体  

制の整備等にかかる取組を進めている。   

癌研究会有明病院は、基経研究・臨床研究部門と一体となって活動を行ってきた実績  

や緩和ケア病棟・緩和ケア外来の取組、専門医養成の研修等を行ってきた特長を活かし、  

都におけるがん医療に関する人材育成の中心として取組を進めていくこととして、地域  

拠点病院等の医療従事者を対象とした放射線療法や化学療法にかかる職稚別の専門研修、  

医師向け緩和ケア研修等を実施している。  

（東京都がん診療連携協議会・専門部会）   

都では、都民に広く高度ながん医療を提供する体制を確保するため、拠点病院と同等  

の高度ながん診療機能を有する病院を都が独自に認定する「認定病院」制度を創設し、  

14か所の拠点病院と10か所の認定病院、合わせて24病院の体制をとっているが、  

これらの病院の連携協力体制を築き一体的な取組を進めていくために、都内全ての拠点  

病院、認定病院、東京都医師会及び都が参画する「東京都がん診療連携協議会」を設け、  

また、専門部会として、がん登録、研修、連携パス及び相談・情報の4つの部会を設置  

し、都道府県拠点の両病院が協力して運営を行っている。   

がん登錬部会では、拠点病院だけでなく認定病院も含めた都内の院内がん登録データ  

の収集・分析体制や、院内がん登録を円滑に実施していく上での課題等について協議を  

行っている。（事務局は都立駒込病院）   

研修部会では、医師、看護師、薬剤師、技師の職種別の小委員会を設け、それぞれの  

専門性を高めるための研修の検討、医師向け緩和ケア研修会にかかる都内の実施計画の  

調整等を行っていくこととしている。（事務局は癌研究会有明病院）   

連携パス部会では、拠点病院・認定病院が共通で使える標準的連携パスの作成に向け  

（事務局は都立駒込病院）、いわゆる5大がん（胃がん、肺がん、肝がん、大腸がん、乳  

がん）ごとに小委員会を設置し、国立がんセンター中央病院、医師会等からの委員も加  

えて検討を行っている。なお、大腸がんの／ト委員会は都立駒込柄院が、乳がんの小委員  

会は癌研究会有明病院が幹事病院となっている。   

相談・情報部会では、拠点病院・認定病院の全病院におけるセカンドオピニオンの提  

示状況をがん種ごとに整理し、一覧情報として共有することや、相談の質の向上のため  

各病院のがん相談支援センターの担当者のネットワークづくりを進めることとしている。  

（事務局は都立駒込病院）   

拠点病院・認定病院合わせて24病院に上る、数多い高度な医療機関の一体的な取組  

を進めていくには、取組の内容ごとに都立駒込病院と癌研究会有明病院の両病院が役割  

分担や連携・協力を行っていくことが必要となる。このため、引き続き両病院の特長を  

活かし、また、両病院が連携・協力することにより、都におけるがん診療の質の向上と  

がん診療の連携協力休制の整備を進めていく。   



都内がん診療連携拠点病院■東京都認定がん診療病院  一覧  

表1 都道府県がん診療連携拠点病院（都道府県拠点病院）  

表2 地域がん診療連携拠点病院（地域拠点病院）  

医療機関名  所在地  備考  

東京人学医学部附属病院  

F‡本医科大学付属病院  

聖路加国際病院  

NTT東【1本関東病院  

「I本赤十守二杜医療センターー  

東京女イー医科大学病杭  

Fl本人′学区羊狛附属板橋病院  

帝京大学医学部附属病院  

青梅市立総合病院  

東京医科大学八i二√医療センターー  

杏林大学医学部付属病院  

卜】本席卜字杜東京都支部武蔵野赤卜′ト病院  

丈長汀し本郷7－：ミー1   

文京「キ「＼駄本1山1－W5   

［ト央「吏二明†1町リー1   

品川匡二紆止卜石＝5－9－22   

渋谷k広尾4Ⅷ122   

紅宿lヰニ河＝＝町H1   

板橋直＿左往LJ卜町こjり一1   

板橋区加賞2－11－1  

青梅車乗＃梅」≠1（うー5   

八l三j′一石館町1163   

二鷹市戊恒＝eト山2（＿）一2   

武蔵野市境㈲町仁一Ⅶ2（う一1  

区「「l央部   

†く東北部   

［玉東抑  

区南都   

区酉南灘   

区画都   

区酉北部   

「く西北部  

西多摩  

南多摩  

北多摩南・西部  

北多摩南・北部  

（往） 備引酢封里摘摘L た上し、担、■撒1城け址塊馳「封郁11ことしてい役替佐一定♂）た≠）〟）であり、  

実際に江担矧圏域を越えて連携か子」▲われろことがあろ  

表3 東京都認定がん診療病院（認定病院）  

医療機関名  所在地  

東京慈恵会医科大学附属病ド完  

【司際医療福祉大学二即郁完  

東京都済生会中央病院  

順大ヰ；仁大学医学部附脚Il甘大′敬医院  

昭和人学病院  

独立行政法人国立病院機構東豪匪塘センター・岬  

慶應義塾大学病院  

東京厚生年金病院  

東京医科大学病院  

しⅠ本医科大学多摩永由病院  

港区西新橋：ぅー1〔仁1ト；   

港「く∴田L－1－：i   

港［く」111一一1－17   

丈ム（【大本郷二ト1－こう   

．品川車用勘ハム1－5ⅣH   

廿里区東甘け二2－・－5「】」   

新宿小二一言膿町こぅ5   

新宿lキ津／1、f叩コ‾5一¶1   

新宿区西新宿守一1－1   

多摩lト永け1丁1   



がん診療連携拠点病院及び東京都認定がん診療病院について（概要）  

1 がん診療連携拠点病院（「拠点病院」）  

（1） 目的  

専門的ながん医療の提供等を行う医療機関の整備を図るとともに、がん   

診療の連携協力体制の整備を図るほか、がん患者に対する相談支援、情報   

提供を行うため、厚生労働省が定めた整備指針に基づき、「都道府県がん診   

療連携拠点病院」を都道府県に概ね1か所、「地域がん診療連携拠点病院」   

を二次保健医療圏に1か所程度、都道府県の推薦に基づき国が指定〕  

（2）指定要件  

厚生労働省が定める整備指針を満たしていることが要件であるが、都か   

ら国に推薦した病院については、整備指針の要件に加え、5火がん（肺が   

ん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん）のほかに複数のがん（子宮がん、   

血液腫瘍など）についても集学的治療を実施していること、放射線治療や   

外来化学療法の実施などの高い診療機能を有していること等を要件として  

いる。  

（3）役割  

・高度ながん医療、緩和ケアの提供やセカンドオピニオンの実施。  

・がん医療従事者に対する研修、相談支援センターの設置やがんに関する   
情報提供・普及啓発、院内がん登録の実施など。  

・都道府県がん診療連携拠点病院は、都道府県のがん診療の質の向上及び   

がん診療の連携協力体制の構築に関し中心的役割を担い、また、地域がん   

診療連携拠点柄院は、二次保健医療圏における中心的な役割を担う。  

2 東京都認定がん診療病院（「認定病院」）  

（1） 目的  

都民に広く高度ながん医療を捏供するため、匡iが指定するがん診療連携  

拠点病院と同等の高度な診療機能を有する病院を「東京都認定がん診療病  

院」として都独自に認定。  

（2）認窟要件  

厚生労働省が定める拠点病院の整備要件に加え、5大がん（肺がん、胃   

がん、肝がん、大腸がん、乳がん）のほかに複数のがん（子宮がん、血液   

腫瘍など）についても集学的治療を実施していること、放射線治療や外来   

化学療法の実施などの高い診療機能を有していること。  

（3）役割  

高度ながん医療、緩和ケアの提供やセカンドオピニオンの実施。  

・相談支援センターの設置やがんに関する情報提供・普及啓発、院内がん   
登録の実施、がん診療連携拠点病院が実施する取組への協力（連携協議会   

への参画、研修事業への協力等）   

・地域における連携体制の構築にあたっては、「甘度な診療機能を持つ認定   

病院も協力し、拠点病院と▼価となって都内のがん医療水準の向上に努め  

る。   



東京都内のがん診療連携拠点病院・東京都認定がん診療病院  

0  ＝ 都道府県がん診療連携拠点病院  

0＝地域がん診療連携拠点病院  

1 ＝ 東京都認定がん診療病院  

区中央部・区東北部・区東部  

11東京大字医学部附属病院  
乏：日本医科大字付属病院  北多摩西部・北多摩南部・北多摩北部  区西北部  

聖路加国際病院  
【都拠点】  

都立駒込病院   
了†武蔵野赤十字病院  
〕‡杏林大字医学部付属病院  拠点仁詰責至芸芸蔓霊㌫‡悪霊漂病院  

東京慈恵会医科大字附属病院  
国際医療福祉大字附属三田病院  
東京都済生会中央病院  

4順天堂大字医学部附属順天堂医院  

奥多摩町  

檜原村  

【都拠点】  
癌研有明病院  

i      区西部  拠点  ⑥東京女子医科大学病院  認定  Å慶應義塾大学病院   」jL東京厚生年金病院   ー皇、。東京医科大学病院  
］画東京医科大字八王子医療センター  

］丑日本医科大字多摩永  区南部  

耳NTT東日本関東病院  

ご5。昭和大学病院  

＿＿＿」   



匡≡  
東京都がん診療連携協議会設置の役割一専門部会  

【設置の趣旨】   

束京都のがん医療を充実させ、都民に高い水準のがん医療を提供するとともに、  

がん診療連携拠点病院及び東京都認定がん診療病院の連携体制を構築する。  

東京都がん診療連携協議会の役割  

（1）当該都道府県におけるがん診療の連携協力体制及び相談支援の提供体制   
その他のがん医療に関する情報交換を行うこと。  

（2）当該都道府県内の院内がん登録のデータ分析、評価等を行うこと。   

（3）がんの種類ごとに、当該都道府県においてセカンドオピニオンを提示す   
る体制を有するがん診療連携拠点病院を含む医療機関の一覧を作成・共有   
し、広幸反すること。   

（4）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院への診療支援を行う医師の   
派遣に係る調整を行うこと。   

（5）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が作成している地域連携ク   
リテイカルパスの一覧を作成・共有すること。また、我が国に多いがん以   
外のがんについて、地域連携クリテイカルパスを整備することが望ましい。   

（6）当該都道府県におけるがん診療連携拠点病院が実施するがん医療に携わ   
る医師を対象とした緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画を   
作成すること。  

（厚生労働省「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」  

（平成20年3月1日付健発第0301001号）Ⅳの4より）  

拠点病院・認定病院・都医師会・都で協言義会を構成  

（院内がん登録データの収集、分析評価等）  

（緩和ケア研修その他各種研修計画の作成等）  

（全都的地域連携クリテイカルパスの整備等）  

（相談支援体制、情報提供体制の充実等）   




